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津久井広域道路整備事業に伴う市道根⼩屋31号(富⼠塚付近)の取扱いについて 令和8年1⽉15⽇ 相模原市道路整備課

2  津久井広域道路整備完了後におけるバス停までの徒歩経路について

A 津久井広域道路開通前(現況)

B 津久井広域道路開通後(横断歩道橋経由)

C 津久井広域道路開通後(回り道・別バス停利⽤)

1 津久井広域道路整備完了までの既存横断道路の通⾏について

∗ 上図は、⾃転⾞や⾞椅⼦の通⾏が可能な横断歩道橋としています。（斜路付の階
段歩道橋は歩道幅員が不⾜しているため設置困難）

∗ 実際に横断歩道橋を設置することが決定しているものではありません。

※「新設横断道路」の道路規格、位置等は市農政課とともに現在検討中です。 ※徒歩所要時間(⾼齢者)を60m/分で計算(国⼟交通省 公共交通政策関係資料より)
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④最終的な⼯事に着⼿し、
既存の横断道路は閉鎖する。

⾄富⼠塚

⾄⾕⼾・寺沢⾄⾕⼾・寺沢

③既存の横断道路を残して⼯事②機械搬⼊のための整地作業と
横断部分の仮舗装(通⾏可)
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⾄富⼠塚

①⼯事着⼿前(現在の状態)

⾄⾕⼾・寺沢

T18

T19

№
28

№
29

№
30

⾄⾕⼾・寺沢
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∗⼀時的に通⾏⽌めとする
場合があります。 ⾄富⼠塚 ⾄富⼠塚

歩道橋経由 延⻑
約180m

【横断歩道橋】
⾼低差︓約7m
勾配︓12%
⾃転⾞・⾞椅⼦通⾏可
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富⼠塚

串川ひがし
地域センター
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⾦原準⼯前バス停

富⼠塚前バス停

ひがし会館バス停

から富⼠塚前バス停まで 200m（徒歩3分※）起点

から富⼠塚前バス停まで 360m（徒歩6分※）起点

からひがし会館バス停まで 320m（徒歩5分※）起点

仮舗装整備

建設機械の
往来あり

この部分は最後に⼯事
⼯事着⼿後は閉鎖

通⾏⾞両は新設横断道路へ

新設横断道路の
整備を完了し、
南北を連絡する
通⾏経路を確保

○ 津久井広域道路の整備が完了すると、 A は閉鎖されることとなるため、これに代わる新たな横断経路として、 B 及び C を検討
⇒ 市としては、 A 案に⽐べ所要時間が少し延びてしまうものの、 B 案よりも C 案の⽅がバス停へのアクセス性がよいことから、 C 案を採⽤としたい。

○ また、上記に加え、市では、市道根⼩屋31号の津久井広域道路横断部分に押しボタン式信号機の設置可能かどうか、交通管理者(警察)と協議・調整を進めていく。
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C CA B


